
議案第７号 

字の区域及び名称を新たに画することについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、別紙

変更調書のとおり字の区域及び名称を新たに画し、同条第２項の規定による告示

の指定する日から効力を生ずるものとする。 

令和４年２月２８日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

提案理由 

八幡浜市地番整理事業の実施により、大字の区域及び名称を新設し、土地の

所在を明確にするため。 
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別紙　変更調書

大字名 小字名 大字名 小字名 地番

海老崎

１５５、２１１、２１２、２１４の３、２１５、２１７の１から２１７の３まで、２１
８、２１９の１、２１９の２、２２０、２２１、２２２、２２３、２２４の１から２２４の
４まで、２２８、２３２、２４１、２４２、２４３、２７１、２７２の１から２７２の８ま
で、２７３、２７４、２７５

これに伴う
道路、水路
等を含む。

旧港

３１７の１から３１７の３まで、４２３の１、４２３の３、４２３の４、４２４の２、
４２４の５、４２４の６、４２４の８、４２５の１、４２５の２、４２６の１、４２６の
２、１５３２の２、１５３３の１から１５３３の５まで、１５３５の１、１５３５の
５、１５３５の６、１５６９の１から１５６９の７まで、１５６９の９から１５６９の
１５まで、１５６９の２３、１５６９の３２から１５６９の４３まで、１５６９の４
５、１５６９の４８、１５６９の４９、１５６９の５２、１５６９の５４、１５６９の５５

これに伴う
道路、水路
等を含む。

琴平町
１７８の１、１７８の２、１７９の１から１７９の５まで、１８０の４、１８３の１、
１８３の３から１８３の１０まで、１８７、２６７、２６８の１、２６８の２、２６９
の１、２６９の２、２７０、３４８の１、３４８の５

これに伴う
道路、水路
等を含む。

新栄町

２０９の１、２０９の３から２０９の６まで、２１４の２、２１４の４、２１４の６
から２１４の８まで、２１６の１から２１６の４まで、２１６の６、２１６の７、２
６６、２６７、２６８の２、２８３の１

これに伴う
道路、水路
等を含む。

新町四丁目

２２７の２から２２７の８まで、２３６、２３８、２３８の１、２３９、２４４、２４５
の１、２４５の２、２６８の１、２８１の１から２８１の３まで、２８２の３から２
８２の６まで、２８３の３から２８３の６まで、２８４の２から２８４の５まで、２
８４の７から２８４の１０まで、２８４の１２、２８６の１から２８６の３まで、２
８７の１、２８７の２、２８９の３、２９０の１から２９０の３まで、２９１の１、２
９１の２、２９２の１、２９２の２、２９３の１、２９３の２、２９４の１から２９４
の３まで、２９５の１、２９５の２、２９６、２９７の１、２９７の３、２９７の４、２
９８の３、２９８の４、２９９の１、２９９の３から２９９の５まで、４３３の１３、
４３３の２８

これに伴う
道路、水路
等を含む。

新町五丁目

１７６の１、１７６の２、１７７、２４６の２、２４６の４、２４６の５、２４６の７、
２４６の１０、２４６の１２、２４６の１５、３００の１から３００の４まで、３０１
の１から３０１の３まで、３０２の１、３０２の２、３０３の１、３０３の２、３０３
の４、３０４の１、３０４の２、３０４の４から３０４の１０まで、３０５の１、３０
５の２、３０６の１から３０６の３まで、３０７の２、３０７の３、３０８の１から
３０８の５まで、３０９の２、３０９の４から３０９の６まで、３１０の２から３１
０の４まで、３１１の１、３１１の２、３１２の１から３１２の３まで、３１３の３
から３１３の５まで、３１３の７から３１３の１０まで、３１３の１２、３１３の１
３、３４７の１から３４７の４まで、４３３の２４

これに伴う
道路、水路
等を含む。

新港戎町

４０２の５、４０３の１から４０３の４まで、４０４、４０５の１、４０５の２、４０
７の１、４０７の２、４０８、４０９の１、４０９の２、４１０の２、４３５の５、４３
５の６、４３５の８から４３５の１２まで、４３５の１７から４３５の２０まで、４
３５の２２、４３５の２６、４３５の４９、４３５の５０、４３５の５３、４３５の６
５、４３５の６６

これに伴う
道路、水路
等を含む。

仲之町

３５１、３５２の２、３５３の１、３５３の２、３５５の１から３５５の３まで、３５
６、３５７、３５８の１、３５８の２、３９２の１、３９２の２、３９２の４、３９３の
２、３９３の３、３９４の２、３９５の２、３９５の３、３９５の６、３９６の１、３９
６の２、３９７、３９８の１、３９８の２、３９９の１、３９９の３、３９９の４、４０
１、４０２の１、４０３の５、４３３番・４３４番合併１０、４３３番・４３４番合併
３３、４３３の９、１５２５の１１、１５２５の１２

これに伴う
道路、水路
等を含む。

西近江屋町

１５３６の２、１５３６の１０、１５３６の１１、１５３６の１３、１５３６の３８、１５
３６の３９、１５３６の４４、１５３６の４５、１５３６の４９、１５３６の５０、１５３
６の５２から１５３６の５８まで、１５３６の７２から１５３６の７５まで、１５３６
の７７から１５３６の８４まで、１５３６の８６から１５３６の８８まで、１５３６
の９１、１５３６の９８、１５３６の９９、１５３６の１１５、１５３６の１１９、１５３
６の１４５、１５３６の１４６、１５３６の１６３、１５３６の１７５から１５３６の１
８１まで、１５３６の１９３から１５３６の１９６まで、１５３６の１９９、１５３６
の２０２、１５３６の２０４、１５３６の２１１、１５３６の２１３、１５３６の２１４、
１５３６の２２１、１５３６の２２３、１５３６の２４２、１５３６の２４４

これに伴う
道路、水路
等を含む。

東近江屋町

１５３５の１３、１５３６の９、１５３６の１６、１５３６の１７、１５３６の２３、１５
３６の２４、１５３６の３２、１５３６の３４、１５３６の４７、１５３６の６５、１５３
６の８９、１５３６の１１６、１５３６の１１７、１５３６の１２２、１５３６の１２９、
１５３６の１３１、１５３６の１３４、１５３６の１３５、１５３６の１３８、１５３６の
１３９、１５３６の１４２、１５３６の１５２、１５３６の１５７、１５３６の１６０、１
５３６の１７１、１５３６の１７４、１５３６の１８２から１５３６の１８５まで、１５
３６の２００、１５３６の２０１、１５３６の２０７から１５３６の２１０まで、１５３
６の２１６から１５３６の２１９まで、１５３６の２２７、１５３６の２２８、１５３６
の２３９、１５３６の２４３、１５３６の２５１、１５３６の２５６、１５３６の２５７

これに伴う
道路、水路
等を含む。

字の名称 左記の区域に該当する区域
摘要
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別紙　変更調書

大字名 小字名 大字名 小字名 地番

字の名称 左記の区域に該当する区域
摘要

松本町一丁目

９２の２、９５の１から９５の３まで、９５の５、９５の６、９７、１００の１、１０
１の１から１０１の７まで、１０７、１０８の１、１０８の２、１０９、１１０の１、
１１０の２、１１１の１から１１１の１２まで、１１２の１、１１２の３、１１２の
４、１１２の６から１１２の８まで、１１２の１０、１１３の１から１１３の１３ま
で、１１４の２、１１４の５から１１４の１０まで、１１４の１２から１１４の２３
まで、１１５の２、１１９の１、１２０の１、１２０の３、１２１の４、１２２、１２
３、１５３６の３、１５３６の１４７、１５３６の２５３から１５３６の２５５まで

これに伴う
道路、水路
等を含む。

松本町三丁目

１６３の１、１６３の２、１６４の１、１６４の４から１６４の６まで、１６７の２、
１６８の１、１６８の２、１６９、１７２の１、１７２の２、３２８、３２９、３３０の１
から３３０の３まで、１５３５の４、１５３５の７から１５３５の９まで、１５３５
の１４、１５３７の２から１５３７の６まで

これに伴う
道路、水路
等を含む。

港町

３０７の１、３１０の１、３１３の１４、４１０の１、４１０の３、４１０の４、４１
１、４１２、４１３、４１４の１、４１６の１、４１６の２、４１６の４、４１６の５、４
１７の１、４１７の２、４１８、４１９の１、４１９の２、４２０、４２１の２、４２１
の３、４２１の５、４２２、４２３の２、４２３の５、４２４の１、４２４の３、４２４
の７、４２５の３、４２５の４、４３３の２０、４３３の２２、４３５の７、４３５の１
３、４３５の１５、４３５の１６、４３５の６７、４３５の６８、４３７

これに伴う
道路、水路
等を含む。

横町
１３５、１３６の１、１３６の２、１３９、１４０、１４１、１４６の１、１４６の２、１
５０の１、１５０の２

これに伴う
道路、水路
等を含む。

備考　令和４年２月８日調査
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